
令和５年度国際教育旅行交流受入支援事業助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 公益財団法人福島県観光物産交流協会（以下「協会」という。）は、福島県への国際教育

旅行の誘致促進をするため、日本国外を拠点とする学校が教育旅行のために訪日して来県する際、

日本国内の学校との学校交流（以下「交流事業」という。）を受け入れる県内の小学校、中学校及

び高等学校（以下「実行団体」という。）に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内

で国際教育旅行交流受入支援事業助成金（以下「助成金」という。）を交付する。 

 

（助成金の対象事業及び助成額） 

第２条 助成金は、県内の学校が交流事業を行う場合に、当該事業に要する経費の一部を助成する。

助成金は、交流事業に参加した外国人生徒１名（実行団体の生徒は除く。）につき１，５００円を

上限とする。 

２ 助成対象経費 

  助成対象経費は学校交流事業に要した次の経費とする。 

（１）歓迎式等に係る経費 

（２）生徒交流に係る記念品、イベント経費 

（３）地域の観光視察に係る経費 

（４）事務連絡経費 

 

（助成対象期間） 

第３条 助成対象期間は令和５年９月１日から令和６年２月２６日までとする。ただし予算枠がな 

くなり次第終了とする。 

 

（申請書の提出） 

第４条 助成金を受けようとする実行団体は、交流事業日の１４日前までに次に掲げる書類を協会

へ提出するものとする。ただし、やむ得ない事由がある場合については、この限りではない。 

（１）国際教育旅行交流受入支援事業助成金交付申請書（第１号様式） 

（２）交流事業計画書（別紙１） 

（３）収支予算書（別紙２） 

（４）その他参考となる資料 

 

（変更の承認の申請） 

第５条 事業内容に変更が生じその承認を受けようとする場合は、国際教育旅行交流受入支援事業

助成金変更（中止）承認申請書（第２号様式）を協会に提出し、承認を受けなければならない。 

 変更申請については、交流内容の軽微な変更または申請額の２０％未満の減額については不要と

する。 

 

（実績報告・交付請求） 

第６条 助成金の交付の決定を受けた実行団体は、当該事業が完了したときは、事業完了の日から

３０日以内又は令和６年２月２６日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を提出するものと

する。 



（１）国際教育旅行交流受入支援事業助成金実績報告書兼請求書（第３号様式） 

（２）交流実績報告書（別紙３） 

（３）収支決算書（別紙４） 

（４）振込口座の通帳の写し 

（５）支出を証する書類（領収書の写し等） 

（６）その他参考となる資料 

 

（助成金の支払） 

第７条 協会は、事業実績を精査した結果、交付要件を満たすと認められるときには、助成金を支

払うものとする。 

 

（助成金の返還） 

第８条 協会は、助成金の交付を受けた実行団体がこの要綱、又は交付申請書等に虚偽の記載をし

たときは、助成金の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることがで

きるものとする。 

 

（会計帳簿の整備等） 

第９条 助成金の交付を受けた実行団体は、助成金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を

整備し、助成事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して５年間保存しておかなけ

ればならない。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等） 

第１０条 実行団体は、第４条の規定に基づき助成金の申請を行うに当たり、当該助成金に係る消

費税及び地方消費税仕入控除税額（助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、

消費税法及び地方税法の規定により仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金

額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）を減額して申請しなければならない。ただし、

申請時おいて当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限り

でない。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還） 

第１１条 実行団体は、助成事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により助成金に係る消費税

及び地方消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税の額の確定に

伴う報告書（第４号様式）を協会に提出しなければならない。 

２ 協会は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一

部の返還を命じることができる。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和５年９月１日から施行する。 

 


